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第
二
百
一
回
国
会
に
お
い
て
「
種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
以
下
、
「
本
改
正
案
」
と
い
う
）
が
内
閣
か
ら
提

出
さ
れ
た
。
本
改
正
案
の
提
案
理
由
は
、
登
録
品
種
の
育
成
者
権
の
適
切
な
保
護
及
び
活
用
を
図
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

が
、
一
方
で
は
、
根
拠
の
不
確
か
な
情
報
に
基
づ
い
た
反
対
意
見
や
懸
念
も
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
へ
の
説
明
を

丁
寧
に
行
い
、
こ
う
し
た
疑
念
を
払
拭
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

本
改
正
案
の
前
提
と
な
る
現
状
等
に
つ
い
て
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

登
録
品
種
に
つ
い
て
、
平
成
十
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
二
十
年
度
、
平
成
二
十
五
年
度
、
平
成
三
十
年
度
に
お
け

る
累
計
の
登
録
品
種
数
、
育
成
者
権
が
現
存
す
る
品
種
数
及
び
育
成
者
権
の
存
続
期
間
が
経
過
し
た
こ
と
で
一
般
品
種
化
し

た
品
種
数
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
一
方
で
、
本
改
正
案
に
よ
る
種
苗
法
改
正
を
前
提
に
、
昨
今
の
登
録
品
種
数
が
急
速
に
増

え
て
い
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。
育
成
者
権
の
存
続
期
間
が
経
過
し
た
こ
と
で
一
般
品
種
化
し
た
品
種

を
含
め
た
こ
れ
ま
で
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
全
品
種
に
お
け
る
現
在
の
登
録
品
種
の
構
成
比
を
示
し
た
上
で
、
詳
細
を

伺
い
た
い
。 

二 

本
改
正
案
は
、
現
行
の
種
苗
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
、
農
業
者
に
よ
る
登
録
品
種
の
種
苗
の
利
用
行
為
（
い



 

２ 

 

わ
ゆ
る
自
家
増
殖
）
を
一
律
に
禁
止
す
る
も
の
な
の
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 
種
苗
法
の
要
件
に
照
ら
し
、
長
年
地
域
の
農
業
者
に
よ
り
受
け
継
が
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
品
種
等
の
在
来
種
が
品
種
登
録

さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
の
か
。
ま
た
、
品
種
登
録
の
要
件
を
満
た
さ
ず
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
や
、
在
来
種
を
新
品
種
と
偽
る
な

ど
虚
偽
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
こ
と
が
事
後
的
に
発
覚
し
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
る
の
か
、
政
府
の
見

解
を
問
う
。 

四 

登
録
品
種
の
海
外
流
出
の
防
止
は
現
在
の
種
苗
法
第
二
十
一
条
第
四
項
で
対
応
で
き
る
の
で
、
本
改
正
案
自
体
が
不
要
と

い
う
意
見
が
あ
る
。
種
苗
法
第
二
十
一
条
第
四
項
で
は
対
応
が
困
難
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
、
詳
細
を
伺
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


